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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

『安全に近道なし』の基本理念のもと、健康で

安心して働ける職場環境づくりを進めます。
１．作業、安全意識のマンネリ化への対策を推進します。

２．具体的かつ解かりやすい作業計画、打合せを行い

ヒューマンエラーを防止します。

３．創意工夫を重ね 現場危険の見える化に努め、高齢

者、若年者に配慮した作業、教育指導を行います。

４．心と身体の健康増進を図れる環境を整えます。

５．法令遵守は下より 現場のルールを厳守します。


